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江 戸 川 区 特 定 事 業 主 行 動 計 画 

 

                                平成 17 年 3 月 31 日 

 

 Ⅰ 総論 

 

 

 

合計特殊出生率が過去最低の 1.29 となるなど、我が国では、急速に進む少

子化の流れを変えることが、差し迫った課題となっています。そのためには、

次代の社会を担う子どもたちが、健やかに生まれ、育成されていく環境を、社

会全体として整えていく取組みが求められています。こうした認識のもと、国

は、平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」（以下、「法」という。）

を制定しました。 

  法は、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らか

にするとともに、行動計画策定指針や、これを踏まえた地方公共団体及び事業

主の行動計画の策定について定めています。 

江戸川区をはじめとする地方公共団体も、法第１９条でいう「特定事業主」

としての立場から行動計画を策定し、地方公共団体に勤務する職員の子どもた

ちの健やかな育成について、積極的にその役割を果たしていかなければなりま

せん。 

この「江戸川区特定事業主行動計画」は、江戸川区に勤務する職員を対象と

して策定したものです。 

江戸川区においては、景気の低迷や高齢化などを背景に、依然として財政環

境が厳しい中で、区民ニーズは年々増大かつ複雑・高度化してきており、限ら

れた人材で質の高い行政サービスを提供し、区民の期待に応えていくことは、

決して容易ではありません。なお一段の簡素で効率的な行財政運営が求められ

ていますが、このような中にあっても、仕事と子育てを両立することができる

職場の実現を目指して、職員の意見を反映した実効性のある方策を、職場全体

で着実に推進していくことが重要です。 

  職員の皆さん一人ひとりが、この行動計画の実施に努力され、子どもたちの

健やかな育成のために、真摯に取り組まれることを期待します。 

 

 

１ 基本的な考え方 
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法は、平成１７年度から平成２６年度までの１０年間の時限法ですが、この

行動計画は、その前半の期間である平成１７年４月１日から平成２２年３月３

１日までの５年間を計画期間とします。 

なお、平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までの期間を対象とす

る行動計画については、別途策定します。 

また、この行動計画に掲げている数値目標は、5 年後の平成２１年度の達成

目標です。 

この行動計画は、進捗状況や社会情勢等を踏まえ、今後必要に応じて見直し

を図っていく予定です。 

 

 

 

 

 

この行動計画の策定にあたり、平成１６年４月には、子ども家庭部子育て支

援課、経営企画部企画課、総務部総務課、総務部職員課及び教育委員会事務局

庶務課の職員で構成する「行動計画策定委員会」を設置し、検討を進めてきま

した。 

今後は、委員会を「行動計画実施委員会」に改組し、行動計画の円滑な実施

や達成状況の点検、行動計画の見直しなどを行います。 

 

 

Ⅱ 具体的な内容 

 

この行動計画の策定にあたり、平成 16 年 7 月には、江戸川区職員 250 人

に対し、「特定事業主行動計画策定のための職員アンケート調査」を実施しまし

た。 

以下に掲げる具体的な内容は、このアンケート調査の結果に基づく、職員の

ニーズを反映して定めたものです。 

具体的な内容は、「勤務環境の整備に関すること」と「その他の次世代育成支

援対策に関すること」に大別して記載しています。 

また、重点的に取り組む必要がある項目については、達成状況を客観的に確

認できるよう、数値目標（達成目標）を記載しています。 

2 計画の期間 

３ 計画の策定体制等 
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（1）子どもの出生時における父親の出産支援休暇の取得促進  

 

①子どもの出生時における父親の出産支援休暇（２日間）を、希望者が全員

取得できるようにし、希望者の取得率を 100％とします。（達成目標年度：

平成 21 年度） 

②子どもの出生時における父親の出産支援休暇について、さらに周知を図り

ます。（平成１７年度から実施） 

③管理監督者は、男性職員に対して出産支援休暇取得の奨励に努めることと

します。（平成１７年度から実施） 

 

【参考】 

○出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産にあたり、子の養育その他

家事等を行うときに、配偶者の出産の前後を通じて日を単位として２日以

内取ることができる休暇です。 

 

 

（2）妊娠中や出産後における配慮  

 

①母性保護及び母性健康管理の観点から、次の制度について、さらに周知を

図ります。（平成 17 年度から実施） 

ⅰ）危険有害業務の就業制限 

ⅱ）深夜勤務や時間外勤務の制限 

ⅲ）母子保健健診休暇などの健康診査や保健指導のために勤務しないこと

の承認 

ⅳ）育児時間による勤務軽減 

ⅴ）妊婦通勤時間による通勤緩和 

②出産費の給付等の経済的支援措置についても、さらに周知を図ります。（平

成 17 年度から実施） 

③妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、各職場においては、必要に応じ事務

分担の見直しを行います。 

④管理監督者は、妊娠中の職員に対しては、原則として時間外勤務を命じな

いこととしますが、本人の希望を考慮するようにします。 

 

 

１ 勤務環境の整備に関すること 
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【参考】 

○これらの制度は、労働基準法や男女雇用機会均等法、地方公務員等共済組

合法、職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例、規則等に基づくもの

です。 

 

 

（3）育児休業等を取得しやすい環境の整備  

 

ア．制度の周知と情報提供 

①全庁ＬＡＮ／グループウエア（以下、「全庁ＬＡＮ」という。）を活用し、

制度の周知を図ります。特に、男性職員の育児休業等の取得促進のための

情報提供に努めます。（平成１７年度から実施） 

②育児休業等を実際に取得した職員から体験談を寄せてもらい、全庁ＬＡＮ

に掲載するなど、情報の共有化と提供を図ります。（平成１７年度から実施） 

③管理監督者は、制度内容の理解を深め、職場への周知と制度を利用しやす

い雰囲気づくりに努めます。（平成 17 年度から実施） 

④出産や育児休業に関する福利厚生事業の情報提供の充実を図り、一層の利

用向上に努めます。 

⑤人事担当は、妊娠を申し出た職員に対し、必要に応じて個別に育児休業等

の制度や手続きについて説明を行います。 

 

【参考】 

○平成 16 年職員の給与に関する報告（特別区人事委員会）でも、「依然とし

て取得率の低い男性の育児休業等のさらなる取得促進に向けて、制度の周

知徹底や意識啓発を図る必要がある。」との意見が出されています。 

 

イ．育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

①管理監督者を中心に各職場においては、相談しやすい雰囲気や休みやすい

体制づくりを心掛けるようにします。（平成１７年度から実施） 

②育児休業等の取得の申し出があった場合、各職場においては必要に応じ、

事務分担の見直しを行います。 

③育児休業等の取得を希望する職員は、できるだけ速やかに、職場の上司や

庶務担当者に申し出るようにします。 

 

【参考】 

○現在、育児休業の申請書提出は、希望する育児休業の始期の１ヶ月前まで

に行うことになっています。 
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ウ．育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

①各職場は育児休業者に対して、適宜、情報通信手段を活用し、事務の執行

状況や育児の状況について相互に連絡を取り合うようにします。（平成 17

年度から実施） 

②各職場では、育児休業申請時などの機会において、自宅から職場へのメー

ル方法の説明など、休業期間中の連絡方法の確認を行います。（平成 17 年

度から実施） 

③復職時には、必要に応じて管理監督者から育児休業期間中の職場の状況を

説明するなど、ＯＪＴ（職場内研修）を実施します。（平成１７年度から実

施） 

 

【参考】 

○全庁ＬＡＮの整備により、育児休業者や他団体への派遣職員等に対しても、

電子メールのやり取り等による情報交換が可能となっています。なお、全

庁ＬＡＮの活用にあたっては、個人情報の管理に細心の注意を払う必要が

あります。 

 

エ．育児休業、妊娠出産休暇の代替要員の確保 

①育児休業、妊娠出産休暇の代替要員については、臨時職員での対応を基本

としています。今後は、育児休業に伴う任期付採用制度など、あらゆる可

能性を慎重に検討したうえで、適切に対応していきます。（平成１７年度か

ら実施） 

 

【参考】 

○育児休業に伴う任期付採用制度については、平成 13 年に法制化され、特

別区においては、平成 17 年度から制度が必要な区が導入できることとな

っています。 

 

◎ 以上のような取組を通じて、育児休業の取得率を、 

男性 ４％ （平成１５年度 ２％） 

女性 現状を下回らない率 （平成１５年度 ９６.５％） 

とします。（目標達成年度：平成 21 年度まで） 

なお、女性の育児休業取得を義務としない観点から、女性の希望者の取得

率は「現状を下回らない率」としています。 
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（４）時間外勤務の縮減  

 

ア．事務の簡素合理化の推進 

①係ごとに事務処理計画表（処理する時期、担当者や具体的な業務内容等が

明示されたもの）の作成を行うなど、効率的な事務執行を図ります。（平成

１７年度から実施） 

②会議・打合せについて、可能なものは立ったまま行ったり、全庁ＬＡＮの

電子会議室を活用するなど、一層の簡素合理化を図ります。（平成１７年度

から実施） 

③定型的事務については、事務処理のマニュアル化を一層図ります。（平成１

７年度から実施） 

④新たに行事等を実施する場合には、目的や効果、必要性等について十分検

討のうえ実施します。併せて、既存の行事等との関係を整理し、代替的に

廃止できるものは廃止します。 

 

イ．時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

①職場ごとの時間外勤務の状況を人事担当が把握し、恒常的に時間外勤務が

多い職場の管理職からヒアリングを行うなど、縮減のための方策を講じて

いきます。（平成１７年度から実施） 

②時間外勤務の縮減のための意識向上を図るため、自己診断チェックリスト

を作成し、職場に配布します。（平成１７年度から実施） 

③管理監督者は、時間外勤務の多い職員に対しては、健康管理に特に気を配

るよう心掛けます。（平成１７年度から実施） 

④時間外勤務縮減のための取組事例を収集し、参考として全庁 LAN を通じて

情報提供を行います。（平成１７年度から実施） 

⑤各職場は「時短推進員」を設置するなど、組織的な取り組みを推進します。

（平成１７年度から実施） 

 

 

【参考】 

○平成 16 年職員の給与に関する報告（特別区人事委員会）でも、「職業生活

と家庭生活の両立の支障となる超過勤務のさらなる縮減に向けた努力も、

引き続き必要である。」との意見が出されています。時間外勤務の縮減のた

めの意識啓発等の具体的な方策については、安全衛生委員会における検討

も踏まえ、実施していく考えです。 
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ウ．定時退庁の実施 

①各職場で業務の実態に応じた、独自の定時退庁日を設定する等の取り組み

を推進します。（平成 17 年度から実施） 

②定時退庁を率先垂範するなど、管理職の指導による定時退庁の実施、徹底

を図ります。（平成１７年度から実施） 

 

【参考】 

○毎年、総務部長名で所属長に対し、「年次有給休暇の計画的取得の促進及び

時間外勤務の縮減について」の文書を通知し、意識啓発に努めています。 

 

 

（５）休暇の取得の促進  

 

ア．年次有給休暇の取得の促進 

①職員は年間の取得目標日数を設定し、その確実な実行を図ります。例えば、

係単位で、概ね四半期ごとに年次有給休暇取得計画表を作成し、計画的な

取得促進を図ります。（平成１７年度から実施） 

②管理監督者は、職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な取得を

促進します。（平成１７年度から実施） 

③安心して年次有給休暇を取得できるよう、各職場においては事務処理上相

互支援ができる体制や、メイン担当・サブ担当を予め決めておくなど、業

務の代わりが出来る体制を整えるようにします。（平成１７年度から実施） 

④管理職も自ら率先して、計画的に休むよう努めます。（平成 17 年度から実

施） 

 

【参考】 

○毎年、総務部長名で所属長に対し、「年次有給休暇の計画的取得の促進及び

時間外勤務の縮減について」の文書を通知し、意識啓発に努めています。 

 

 

イ．連続休暇等の取得の促進 

①職員は、週休日や国民の祝日、夏季休暇と組み合わせて年次有給休暇を取

得するようにします。（平成１７年度から実施） 

②職員やその家族の誕生日等記念日、運動会や授業参観などの学校行事への

参加のために、年次有給休暇の取得を促進します。（平成１７年度から実施） 

③ゴールデン・ウィークやお盆期間における会議については、なるべく開催

しないようにします。（平成１７年度から実施） 



 －8－

◎ 以上のような取組を通じて、職員一人あたりの年次有給休暇の年間平均取得

日数を１６日（取得率８０％）にします。（達成目標年度：平成 21 年度ま

で） 

 

ウ．子の看護のための休暇の取得の促進 

①制度の周知をさらに図り、子どもの看護が必要な時で、職員が取得を希望

した場合は 100％取得できるようにします。（達成目標年度：平成 21 年

度まで） 

②取得にあたっては、周囲に対する気兼ねがなくなるような職場の雰囲気の

醸成を図ります。（平成 17 年度から実施） 

 

 

（６）異動についての配慮  

 

①異動希望調査票などを通じて、可能な範囲で子育ての状況に応じた人事上

の配慮を行っていますが、さらに努めていきます。（平成 17 年度から実施） 

 

 

 

 

 

（1）子育てバリアフリー  

①乳幼児を連れた来庁者の多い庁舎には、授乳室やベビーベッドの適

切な設置を検討します。 

②子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、職員は常に親切な

接遇に徹し、ソフト面でのバリアフリーを推進します。  
 
 
【参考】  

○本庁舎西棟２階には、平成16年度に授乳室を設置しました。また、

現在必要な箇所にはベビーベッドを配置しています。  
 

 

（2）子ども・子育てに関する地域貢献活動等  

 

ア．子ども・子育てに関する地域貢献活動 

①スポーツや文化活動など、地域の子育て活動に意欲のある職員が、機会を

2 その他の次世代育成支援対策に関すること 
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捉えて積極的に地域活動に参加することを奨励します。（平成 17 年度から

実施） 

②管理監督者は、職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気作りを心掛け

ていきます。（平成 17 年度から実施） 

 

イ．安全で安心して子どもを育てられる環境づくりへの参加 

①子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民の自主

的な防犯活動や少年非行防止活動等へ、意欲のある職員が積極的に参加す

ることを奨励します。（平成 17 年度から実施） 

②管理監督者は、職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気作りを心掛け

ていきます。（平成 17 年度から実施） 

 

 

（3）子どもとふれあう機会の提供  

①職員のレクリエーション行事を実施するにあたっては、子どもを含めた家

族全員が参加できるように配慮します。 


